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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 60） 

 

日本医師会より、標記に関して、令和３年９月７日付事務連絡で、診療報酬の取扱いが

示されたとの連絡がありました。 

今回の事務連絡においては、 中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」の投与対象

となる新型コロナウイルス感染症患者に対し、一定の要件を満たした医療機関において本

剤を外来で投与した場合、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱

いについて（その９）」（令和２年４月８日厚生労働省保険局医療課事務連絡）の２（１）

に示される「救急医療管理加算１（950 点）」を外来で投与した日に１回算定できる。 

ただし、同一日に「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにつ

いて（その 51）」（令和３年７月 30 日厚生労働省保険局医療課事務連絡）の問１における

救急医療管理加算１（自宅・宿泊療養者に対して、往診料又は在宅患者訪問診療料を算定

した日の救急医療管理加算１（950 点））は併算定できない。 

また、今回の臨時的取扱いの「救急医療管理加算１（950 点）」及び「臨時的な取扱い（そ

の 51）」（自宅・宿泊療養者に対して往診又は訪問診療を行った場合）の「救急医療管理

加算１（950 点）」と「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにつ

いて（その 56）」（令和３年８月 27 日厚生労働省保険局医療課事務連絡）に示される救急

医療管理加算１の４倍の点数（3,800 点）又は６倍の点数（5,700 点）との併算定はできな

い。 

なお、この取扱いは、本事務連絡（新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時

的な取扱いについて（その 60））の発出日（令和３年９月７日）以降適用される。 

－との取扱いが示されております。 

 

つきましては、誠にお手数ではございますが、貴会会員へご周知賜りますようお願い  

申し上げます。 

記 

 

◇令和３年９月７日付厚生労働省保険局医療課事務連絡 

問１ 中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」（以下「本剤」という。）の投与対



象となる新型コロナウイルス感染症患者に対し、「新型コロナウイルス感染症におけ

る中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」の医療機関への配分について」（令

和３年７月 20 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）別添の 

Q.12 中「医療機関による外来での投与」に示される要件を満たした医療機関において

本剤を外来で投与した場合、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的

な取扱いについて（その９）」（令和２年４月８日厚生労働省保険局医療課事務連

絡）の２（１）に示される救急医療管理加算１（950 点）の算定について、どのように

考えればよいか。 

 

（答）本剤を外来で投与した日に１回算定できる。ただし、同一日に「新型コロナウイ

ルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 51）」（令和３年７月 

30 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「７月 30 日事務連絡」という。）の問１

における救急医療管理加算１は併算定できない。 

なお、この取扱いは、本事務連絡（新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の

臨時的な取扱いについて（その 60））の発出日以降適用される。 

 

問２ 問１における救急医療管理加算１（950 点）及び７月 30 日事務連絡の問１に示され

る救急医療管理加算１（950 点）について、同一日に「新型コロナウイルス感染症に係

る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 56）」（令和３年８月 27 日厚生労働省

保険局医療課事務連絡）の（１）に示される救急医療管理加算１の 100 分の 400 に相

当する点数（3,800 点）又は同事務連絡の（２）に示される救急医療管理加算１の 100 

分の 600 に相当する点数（5,700 点）との併算定は可能か。 

 

（答）併算定不可。 
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